
田原市在宅当番医制運営費等補助金交付要綱 
 

（目的） 

第１条 この要綱は、田原市医師会及び田原市歯科医師会（以下「医師会等」という。）

が行う在宅当番医制実施事業及び平日夜間診療実施事業（以下「補助事業」という。）

に対し補助金を交付することにより、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第

１７８号）に定める休日（以下「休日」という。）、日曜日、１２月２９日から１月

３日まで（１月１日を除く。）及び平日の夜間における医療体制の確保を図ること

を目的とする。 

（交付の対象及び交付額の算出方法） 

第２条 市長は、医師会等が行う補助事業に必要な経費のうち、補助金交付の対象と

して認める経費（以下「補助対象経費」という。）について、予算の範囲内におい

て補助金を交付する。 

２ 補助の区分、補助対象経費及び基準額は、別表のとおりとし、その額を交付額と

する。 

（申請手続） 

第３条 この補助金の交付を申請する医師会等は、田原市補助金交付要綱（以下「市

交付要綱」という。）の補助金交付申請書（様式第１号）を市長に提出しなければ

ならない。 

２ 前項に規定する申請書の提出の時期は、当該年度の４月３０日までとする。 

（計画変更の承認） 

第４条 補助事業者は、補助事業の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ市交

付要綱の補助事業変更等申請書（様式第３号）を市長に提出し、その承認を得なけ

ればならない。ただし、交付決定を受けた補助金の額に変更をきたさない場合にお

いて、次の各号に掲げる変更については、この限りでない。 

（1）補助目的達成のための弾力的運用に伴う事業内容の変更 

（2）補助目的を損なわない事業計画の細部の変更 

（補助事業の中止又は廃止） 

第５条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合においては、

市長の承認を得なければならない。 

（実績報告書の提出） 

第６条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、完了の日から起算して２０日を

超えない日又は当該年度の３月３１日のいずれか早い日までに、市交付要綱の補助

事業実績報告書（様式第６号）を市長に提出しなければならない。 

（補助金の交付） 

第７条 補助金は、補助事業の完了後交付する。 

（関係書類の整備） 

第８条 補助事業者は、書類を整備し、これらの書類を補助事業の完了する日の属す

る年度の翌年度から起算して、５年間保存しなければならない。 



 

（その他） 

第９条 この要綱及び市交付要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長

が別に定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

（この要綱の失効） 

２ この要綱は、令和８年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、第７条から第

９条までの規定については同日後も、なおその効力を有する。 

   附 則 

 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和５年３月３１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表（第２条関係） 

 

区 分 補助対象経費 基準額 

在
宅
当
番
医
制
実
施
事
業
及
び
平
日
夜
間
診
療
実
施
事
業

（事
業
費
） 

医 
 

科

（田
原
市
医
師
会
） 

在宅当番医制及び平日

夜間診療実施のために

必要な次に掲げる経費 

報償費（当番謝金等） 

１ 昭和の日、憲法記念日、みどりの日及びこ

どもの日並びにこれらに連続する休日及び日

曜日並びに１２月２９日から１月３日まで及

びこれらに連続する日曜日 

・１２０，０００円×診療延日数 

２ 上記１以外で２日以上続く休日及び日曜日 

・８３，９００円×診療延日数 

３ 上記１及び２以外の休日及び日曜日 

・６２，６００円×診療延日数 

４ 平日夜間 

 ・４０，０００円×診療延日数 

歯 
 

科

（田
原
市
歯
科
医
師

会
） 

在宅当番医制実施のた

めに必要な次に掲げる

経費 

報償費（当番謝金等） 

１ 昭和の日、憲法記念日、みどりの日及びこ

どもの日並びにこれらに連続する休日及び日

曜日並びに１２月２９日から１月３日まで及

びこれらに連続する日曜日 

・５０，０００円×診療延日数 

２ 上記１以外で２日以上続く休日及び日曜日 

・４０，０００円×診療延日数 

３ 上記１及び２以外の休日及び日曜日 

・３５，９４０円×診療延日数 

在
宅
当
番
医
制
実
施
事
業

（事
務
費
） 

医
科

（田
原
市
医
師
会
） 

休日又は夜間の診療を

行う在宅当番医の当番

日の調整及び地域住民

に対する救急医療知識

普及啓発に必要な次に

掲げる経費 

１ 報償費（協力謝金 

 等） 

２ 需用費（消耗品費、

印刷製本費、会議費

等） 

３ 役務費（通信運搬 

 費、広告料等） 

４ 賃金 

５ その他の費用（会場 

 借上料、備品購入費） 

２，２５０，０００円以内 

 


